
築基準関係規定の他に消防法令の全て
の規定、火災予防条例の規定も含まれ
ます。」です。
　消防法第７条（建築許可等について
の消防長又は消防署長の同意）の趣旨
は、「消防機関が、防火の専門家とし
ての立場から、建築物の新築等の計画
の段階で防火上の観点からチェック
し、予防行政の目的を達成しようとす
るものです。これによって、１つの手
続きにより、同時に２つの行政機関の
行政目的の達成が可能となるもので
す。」からです。また、「建築物の防火
に関する規定」は、防火上の目的を有
するものであればいかなるものも含ま
れます。具体的には、消防法、同施行令、
同施行規則、危険物政令、同規則、建
築基準法、同施行令、都市計画法、同
施行令、火薬取締法令、高圧ガス保安
法令、労働安全衛生法令、石油パイプ
ライン事業法令、火災予防条例、建築
安全条例等の防火に関する規定です。
なお、これらの説明は、私の個人的な
解釈ではなく、消防職員のバイブルで
あります「逐条解説 消防法」（総務省消
防庁監修）の中できちんと明記されて
おりますので、ご参考にしてください。
　また、Ａ氏は、国交省が発した、「建
築基準法の一部を改正する法律の一部
の施行について」（平成11年４月28日
住指発第201号・住街発第48号）によ
り審査範囲の明確を図っており、「建
築基準法関係規定以外の法令の審査を
行うことのないようにされたい。」と
建築行政機関の判断根拠だと述べられ
ていますが、消防法第７条で定められ
ている内容を国交省が通知文で否定す

　読者の皆さん！ こんにちは！
　さて、第６回予防よもや話は、本誌
の読者である設計士さん（以下「Ａ氏」
と呼ばさせていただきます。）からご
質問とご意見をいたきましたので、近
代消防社さんと協議のうえ、取り上げ
ることになりました。なお、ご質問４
件、ご意見１件ありますので、本号と
次号の２回に分けて回答したいと思い
ます。お付き合いの程をどうぞ宜しく
お願い致します。

１　消防同意の審査範囲について

　最初のご質問は、「消防同意の審査
範囲について」です。
　Ａ氏は、「消防本部の統一した見解
としては、消防同意の審査対象範囲は、
関係法令の防火に関すること（防火に
関する規定）としており、建築基準関
係規定の他に消防法令の全ての規定、
火災予防条例の規定も含まれるとして
おります。

・・・・・・（中略）・・・・・・

　設計を担う者としては、確認申請に
際して、消防同意の審査対象である建
築物の防火に関する規定を考慮すべき
なのか、「建築基準関係規定」の範囲
でよろしいのか判断に苦慮するもので
す。この「建築基準関係規定」と「防火
に関する規定」との関係をどのように
お考えでしょうか？」とご質問されて
きました。このご質問の回答はハッキ
リしています。答えは「確認申請に際
して、消防同意の審査対象である建築
物の防火に関する規定、すなわち、建

ることはあり得ませんし、ましてや、
総務省消防庁の所管である消防同意の
審査範囲について国交省が物申すこと
は、霞ヶ関の慣習ではあり得ないこと
です。この点はＡ氏の勘違いかと思わ
れます。
　Ａ氏から届いたメールを読みます
と、このご質問の背景には、どうやら
経緯があるようです。ある確認申請の
消防同意の指摘事項がなかった建物の
中間検査時おいて、消防側から、①火
災予防条例（例）の避難施設の管理に
ついて、②同条例の屋上の少量危険物
の一般取扱所（自家発電設備）の設置
についての指摘があったのです。
　つまり、確認申請時には消防側は何
も指摘しなかったのに、中間検査時に
急に追加の指摘を出してきた。消防の
見落としか？ そもそも火災予防条例
は防火に関する規定には含まれないの
か？ 消防側がきちんと回答していな
い状況です。
　私がＡ氏のメールから推察すると、
本件は消防側の見落としではないかと
思います。「防火に関する規定」には
火災予防条例は含まれますので、それ
は明白です。
　しかし、このようなケースは実際と
してありがちなケースです。消防の担
当者も時としてヒューマンエラーを起
こしてしまいます。私も過去にこのよ
うなミスを起こしたことがあります。
確認申請や消防同意の趣旨は、建物の
設計段階から、つまり早い段階から建
築主に準備させる必要があるわけです
から、後追い工事になることは建築主
に負担をかけてしまうことになりま

予防　　　
よもや話
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纏 消之助

THE FIREFIGHTER 102 ’14.06

近代消防のホームページへ

http://www.ff-inc.co.jp/sub1.htm


ました。背景には、消防法施行令第28
条及び同規則第30条第３号ロの排煙に
係る規定中の「排煙機又は給気機に接
続されていること。」の「又は」の使い
方についてです。
　Ａ氏は「及び」は両方の要素を持つ
のに対し、「又は」どちらか一方の要
素を持つことだとの解釈をしていまし
たが、国が反対の解釈をしている。ど
ちらが正しいのかということをご質問
をされてきました。
「Ｂ及びＣ」と「Ｂ又はＣ」の違いは私
が説明しなくても皆様ご存知だと思
いますが、敢えて説明させていただ
きますと、「Ｂ及びＣ」は、ＢかつＣ、
Ｂ and Ｃです。つまりＢとＣの両方の
要素を持つということです。それに対
して、「Ｂ又はＣ」は、ＢあるいはＣは、
Ｂ or Ｃです。ＢかＣのどちらかの要
素を持つということです。従いまして、
Ａ氏の「又は」の解釈は正しいと思い
ます。この条文の読み方は、「排煙機
か給気機のどちらかに接続されていれ
ば良い」が正しい読み方です。
　ただし、この排煙機の基準について
は、正直申し上げますと、昔から、問
題があることは聞いておりました。改
正できない何かの原因やら経緯がある
のではないかと推測します。排煙基準
については、私自身もあまり詳しくな
いので、ハッキリした事は言えません
が、「基準を修正しなくて良いのか」、
「修正できないのか」はよくわかりま
せん。いずれにしても、問題点があっ
て混乱しているならば、先送りするの
ではなくハッキリさせていくべきかと
考えます。修正すべき点があるのなら
よく議論して修正していくのが正道だ
と考えます。
　紙面の関係で、次の質問にいきます
と説明が不十分になってしまいますの
で、第１回のご質問の回答はここまで
とさせていただきます。第２回目のご
質問の内容は、複合用途防火対象の取

す。従って、出来るだけ建築主の負担
を少なくしてあげることが大切です。
　しかし、ここでＡ氏に考えていただ
きたいのですが、そもそも確認申請を
出される書類が関係法令に適合してい
るか準備するのは一体誰が行わなけ
ればいけないでしょうか？ 申請者側
の責任ではないでしょうか？ しかし、
申請者も全ての法令を熟知しているわ
けではありませんから、そこで建築や
防火の専門家にチェックしてもらって
いるのではないでしょうか？
　また、仮に消防側に見落としがあっ
たとして、一体誰が損するのでしょう
か？ 工事関係者さんのご負担も当然
あるでしょうが、消防が何も指摘しな
いままで、そのままにしておいたら誰
が一番損するのでしょうか？ それは
その建物にお住まいになる方が一番損
するのではないでしょうか？ 危険な
状態のままの建物に住まわされること
になるのですから、万一火災が発生
して避難に支障をきたすようなことが
あったら生命又は身体に関わることに
なりませんか？
　このケースでは、消防側が自らの落
ち度を認めないということも反省すべ
き点です。しかし、大事な点は、ミス
を指摘することよりもその建物を安全
に建てることではないでしょうか？ 
以上の回答でご納得いただけたでしょ
うか？

２　法令用語の読み方について

　次の質問は、法令用語の読み方につ
いてです。第２回のよもや話でご紹介
しましたが、法令文を正しく読むこと
が何よりも大事で、出発点になります。
読み方を間違ったら大変なことになり
ます。そのため、早い段階でこの点を
述べさせていただきました。
　Ａ氏の質問は、「及び」と「又は」の
使い方の違いについてご質問されてき

り扱い方と「建築物」・「防火対象物」
の違いについてです。その他に消防機
関に対する貴重なご意見がありました
ので、ご紹介させていただきます。
　今回のご質問のメールを拝見してい
ましたとき、Ａ氏は実はこのご質問の
正解を知っていながら、ご質問されて
いると感じました。文面から、Ａ氏は
よく勉強して、調べていることが読み
取れます。従いまして、Ａ氏は、予防
担当者の人に、よく調べて、勉強して、
適時・適正かつ公正な指摘をしてもら
いたいと訴えているのではないかと思
いました。
　私が、このコーナーを担当すること
になったきっかけは、近代消防社の編
集担当者さんの予防行政に対する熱い
想いと予防行政の将来に正直憂いを抱
いている面が少なからずあったからで
す。全国の若い予防業務従事者の方々
が、防火の専門家として、防火対象物
の防火安全の確保に推進していっても
らいたいからです。また、若い人に予
防行政のやりがいを見出してもらいた
いからです。しかし、そのためには、
若い人にももっと切磋琢磨してもら
い、適正かつ公平に予防業務を遂行し
てもらいたいのです。
　今回、たまたまＡ氏が質問してきて
くれたことにより、現在の予防行政の
実態を垣間見ることができました。以
前からも危惧はしていましたが、若い
職員の人材育成が喫緊の課題です。こ
れは消防の世界だけとは限らず、各分
野における課題となっています。
　今は、若い予防技術者の育成を真剣
に考えていかなければいけない時期な
のです。全国の予防技術者さんと共に
この問題点の解決に少しでもお役に立
てることができましたらとても嬉しく
思います。皆様の忌憚の無いご意見を
お待ちしております。

（続く）
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